
番
号

自治体名
補助金制度の名
称及び開始年度

補助制度の背景・目的 補助の対象となる団体
補助の対象となる事業
（分類するとしたら、団体運営費的
か事業費的か）

総事業費
（千円）

補助率及び補助率の考え方、補助金上限
額、応募団体数のうちの採択団体数

スケジュール
審査方法及び審査結果の公表
項目（順位、点数）

情報公開
の方法

原資の調達（一般
財源か特定財源
（基金を設置して
実施している事
業））

成果報告会
の有無

確認検査の
有無、有の
場合、時期,
方法

事業の振り返
りの場の有
無、有の場合
は方法

評価 見直しの経緯
今後の課題及び見直しの
予定

31 八戸市 合併記念「まち
づくりみんなの
手で」市民提案
事業補助金

（平成17年度単
年度事業）

[背景]
平成16年度まで実施してきた市
民活動への奨励金制度（1団体10
万円限度）などにより、市民活
動が活発化する中、平成17年4月
に「協働のまちづくり基本条
例」が施行し、市民が主体と
なった協働のまちづくりの推進
が本格的に進みはじめた。

[目的]
八戸市と旧南郷村の合併を記念
して、協働のまちづくりを推進
し、新市の一体感を醸成するこ
とが目的

①市民活動団体、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体、NPO法人

②子ども会、町内会、PTA等の地域活動団
体

③学校

④協同組合

⑤民間事業者

八戸市と南郷村の合併を記念し、
①新市の一体感を醸成する事業
②連帯感を高める事業
③両地域の交流を図る事業
（事業費的）
・消耗品購入費、通信運搬費、印刷
製本費、謝礼など事業に直接関係する
費用。

・ただし、飲食費、設備・機械等購入
費、視察旅費、総事業費の10％を超え
るｱﾙﾊﾞｲﾄ賃金等人件費は対象外。

2,000
（補助金

額）

補助率10/10、民間事業者は1/2

補助金上限額…1団体100万円

採択団体数…9団体応募があったうち3団
体

補助率の考え方…活動資金の確保が課題
であるNPO等は、過去の奨励金制度になら
い10/10補助とした。民間事業者について
は、自主事業に対する側面支援という考
え方から1/2とした。

募集期間：4/1～5/30
書類審査：6/11～6/24
公開ﾌﾟﾚｾﾞﾝ審査：6月25日
交付決定：7/1
実施期間：4/1～3/31
額の確定：3/31
事業報告会：1/28「協働の
まちづくり研修会」で実
施。(※各団体の申請事業の
主要イベントが1/28までに
終了していたため。）

書類審査及び外部審査委員を
含む選考会

審査結果の公表については、
交付団体の名称・事業名・事
業概要のみ。

公開ﾌﾟﾚｾﾞﾝ審査の場でのみ、
点数・順位の一覧表を掲示し
ている。（問合せがあれば、
教える。）

広報・Ｗ
ｅｂサイ
ト

一般財源 有 有

イベント実
施時及び事
業終了後

イベントは
現地調査、
事業終了後
書類検査

無

なお、成果報
告会の際に、
協働のまちづ
くり研修会の
講師から事業
に対するコメ
ントをいただ
いた。

以前実施していた、ま
ちづくりﾌﾛﾝﾃｨｱ21奨励
金制度（H10～H16）
は、1団体10万円限度
の初動期支援を主目的
としていた。

この制度の実施によ
り、市民の提案をまち
づくりに生かしていく
ことで、単なる市民活
動の実施というだけで
はなく、市との協働の
意識づくりにつながっ
た。

合併記念事業とし
ての単年度事業で
あり、見直しの経
緯はない。

以前実施していた、まち
づくりﾌﾛﾝﾃｨｱ21奨励金制
度については、平成17年
度に見直しの検討を行
い、平成18年度から新た
に「元気な八戸づくり」
市民奨励金制度を実施予
定。
事業拡大支援コース（１
団体50万円限度、補助率
80%）の設定や基金の活用
等を新たに盛り込んでい
る。

32 雫石町 雫石町ふるさと
文化基金運用事
業費補助金

平成３年度から

本町の文化・産業の一層の振興
と発展を図るため、雫石町ふる
さと文化基金を効率的に活用
し、有能な人材を発掘、育成す
るとともに調査研究等の事業に
対して補助金を交付する。

次に掲げる事業及び調査研究する個人及
び団体①文化、芸術の保存・伝承及び振
興のための事業、調査、研究②産業の振
興のための事業、調査、研究③福祉、保
健衛生の向上のための事業、調査、研究
④体育、スポーツの振興のための事業、
調査、研究⑤教育の振興のための事業、
調査、研究⑥観光の振興のための事業、
調査、研究⑦自然保護、環境対策のため
の事業、調査、研究⑧まちづくりシンポ
ジウム、講演会等の開催⑨コミュニ
ティー活動への助成⑩その他委員会にお
いて必要と認めた事項

（事業費的）①文化、芸術の保存・伝
承及び振興のための事業、調査、研究
②産業の振興のための事業、調査、研
究③福祉、保健衛生の向上のための事
業、調査、研究④体育、スポーツの振
興のための事業、調査、研究⑤教育の
振興のための事業、調査、研究⑥観光
の振興のための事業、調査、研究⑦自
然保護、環境対策のための事業、調
査、研究⑧まちづくりシンポジウム、
講演会等の開催⑨コミュニティー活動
への助成⑩その他委員会において必要
と認めた事項

総事業費
　3,570千
円
補助金交付
額
　1,454千
円

補助率：1/2以内
補助金上限：１団体500千円
毎年の補助金予算枠：3,000千円

募集期間：平成16年9月9日
～10月29日
書類審査及びヒアリング：
平成16年12月27日
委員会審査（諮問・答
申）：平成17年1月20日
補助金申請：平成17年4月1
日
交付決定：平成17年5月16日
実施期間：交付決定後～３
月
実績報告：事業完了後速や
かに

書類審査及び外部審査委員を
含む選考会

広報 特定財源（雫石町
ふるさと文化基
金）

特になし 有

事業終了後
の確認検査

無 　この事業はNPO法人
に限ったものではな
く、町内全てのまちづ
くり団体等が活用でき
るものであり、平成３
年度から平成１７年度
まで88団体68,122千円
の補助を行ってきた。
　３年を目途に各団体
が自立して事業を展開
することができた。

　平成15年度まで
具体的な補助率等
が定まっていな
かったため、平成
16年度改正した。
全体予算枠年間：
3,000千円
補助率：1/2
上限額：500千円

　町財政を鑑み、積立金
の426,000千円を財政調整
基金及び公共施設等整備
基金へ積み立てる。基金
運用残額32,000千円は、
補助対象事業、補助金額
等の改善を図りながら基
金事業として10年間継続
する。

33 仙台市 まちづくり活動
助成事業
平成１４年度か
ら　　※ＮＰＯ
担当課は制度主
管課で，実施は
各区役所担当課

[背景]市民との協働による地域
におけるまちづくりを推進する
ため，市民が企画提案する公募
方式の助成制度を創設した。
[目的]市民との協働による地域
におけるまちづくりの推進

(1)区の区域内に活動拠点を有すること
(2)構成員の概ね半数以上が区の区域内に
住所を有する者，通勤する者又は通学す
る者で構成されていること
(3)政治，宗教または営利を目的としない
こと
(4)法人の場合にあっては，法人の市民税
及び事業所税に係る市長に対する申告
（当該申告の義務を有する者に限る。）
を行い，かつ，本市の市税を滞納してい
ないこと

（事業費的）
市民が自らの創意工夫により自主的・
自発的に取り組むまちづくり事業で，
次の各号のいずれかに該当する事業。
(1)地域の課題の解決を図るもの
(2)地域コミュニティの活性化を図る
もの
(3)地域や区の特色をいかし，その魅
力を高めるもの
(4)その他市長が適当と認めたもの

 15,911千
円

【種別Ａ】
補助金上限…1団体50万円、
採択団体数…57団体応募があったうち40
団体
補助の条件…事業費をこの助成金のみで
賄おうとするものでないこと

募集期間：1月中旬～4月中
旬（区により異なる）
プレゼン及び審査：3月中旬
～5月上旬（〃）
交付決定：4月初旬～5月中
旬（〃）
実施期間：交付決定後～3月
（〃）
額の確定：事業終了後
（〃）
成果報告会：12月（中間）
～4月（終了後）（〃）

書類及びプレゼンテーション
により外部評価委員が評価
し，外部委員の評価をもとに
市長が決定する。公表項目は
団体の評価できる項目，改善
すべき項目。

Ｗｅｂサ
イト,情報
公開制度

一般財源 有 必要に応じ
て中間及び
事業終了後
に現地調
査，書類検
査

成果報告会に
同

　地域で活動する団体
への補助制度として，
一定の成果はあると考
える。

区による応募状況の差，
全市的活動への助成につ
いて

34 いわき市 明日をひらく人
づくり事業補助
金

平成4年度から

[背景]市民が自発的にまちづく
りに参加し、ともに連携協力し
ながら地域社会のなかで支え合
うしくみづくりが必要とされて
いた。
[目的]まちづくりを担う創造性
豊かな人材を育成するための事
業に対し支援する。

まちづくりを担う創造性豊かな人材を育
成するための事業を実施する団体

（事業費的）
将来のまちづくりを担う青少年を育て
るための研修、交流等に関する事業や
まちづくりを担う人材を育てるための
研修、交流等に関する事業に対し、そ
の経費の一部を支援する。
（報償費、旅費、消耗品費、印刷製本
費、使用料及び賃借料等）

3,778
（平成17年
度実績）

補助率：補助対象経費の2分の1以内
補助金上限：50万円
採択団体数：11団体応募があったうち10
団体

募集期間：①事業実施年度
の前年度の2月に募集（平成
17年2月1日～平成17年2月28
日）　②平成17年10月1日～
平成18年3月31日に実施する
事業については、平成17年8
月1日～平成17年8月31日に
募集（予算に残がある場
合）
書類審査：①平成17年3月中
旬　②平成17年9月中旬
認定審査会：①平成17年3月
下旬　②平成17年9月下旬
交付決定：①平成17年4月1
日　②平成17年9月30日
実施期間：各々の事業の実
施期間
額の確定：事業実施完了後

書類審査及び認定審査会（庁
内）
・審査結果（点数・順位等）
については公表していない。

無 特定財源
「明日をひらく人
づくり基金」の取
崩し及び利子の充
当

無 有

事業終了
後、書類審
査

無 平成15年度に補助金助
成の効果及びその後の
活動状況等についてア
ンケート調査を実施し
た結果、助成事業の半
数以上が助成をきっか
けとして事業を継続し
ており、一定の成果を
上げている。

・認定審査会にお
いて、事業者から
のプレゼンを実施
した。（平成17年
度後期分から）

・成果報告を求める機会
の設置
・募集時期の検討（年1
回）

35 いわき市 ひと・まち元気
創造事業補助金
①元気な「ま
ち」創造支援事
業
　ア　元気なま
ちづくり事業
　イ　地域づく
り構想策定事業
②元気な「ま
ち」宝物活用事
業

平成18年度から

[背景]NPO法人やボランティア団
体等の市民公益活動団体が地域
づくり活動に参加する場合の支
援が必要とされていた。
[目的]「元気なまち　いわき」
に実現に向け、市民との協働作
業によるまちづくりを目的と
し、自然・歴史・文化などの地
域資源を活用した個性豊かな地
域づくり活動を支援する。

ボランティア活動や市民活動など公益的
な活動を行う団体等
（市内における地域資源を活用し、地域
課題の解決や地域を元気にするための地
域づくり活動を行う団体）

（事業費的）
①元気な「まち」創造支援事業
　ア　元気なまちづくり事業
　　　地域の特性を活かした地域づく
りを推進するために実施する事業
　イ　地域づくり構想策定事業
　　　魅力ある地域の創設に向けた地
域づくり構想を策定するために実施す
る事業
②元気な「まち」宝物活用事業
　　　地域の特性を活かした地域づく
りを推進するための事業実施に有効な
地域資源整備事業

37,000（平
成18年度予
算額）

（内訳）
①27,000
②10,000

①ア　補助率：補助対象経費の3分の2以
内（2年目は2分の1以内、3年目は3分の1
以内）
　　　補助金上限：70万円
　イ　補助率：補助対象経費の3分の2以
内
　　　補助金上限：30万円
②　　補助率：補助対象経費の4分の3以
内
　　　補助金上限：500万円（事業費の下
限は100万円、また複数年にわたり補助を
受けようとする場合は、3ｶ年を期限に合
計500万円を限度とする。）

募集期間：①事業実施30日
前まで　②平成18年4月から
5月
書類審査：①随時　②平成
18年6月
認定審査会：①なし　②平
成18年7月上旬
交付決定：①随時　　②平
成18年7月中旬
実施期間：各々の事業の実
施期間
額の確定：事業実施完了後
成果発表会：事業完了後の
翌年予定

①書類審査
②書類審査及び審査会（委員
は外部審査委員）
・審査結果（点数・順位等）
については公表しない。

無 特定財源（一部）
「ふるさと振興基
金」の取崩し

有

地域連携会
議（市内の
各地区の地
域づくり実
践者が一同
に会する
場）で、成
果について
発表する。

有

事業終了
後、書類審
査及び現地
調査

有

地域連携会議
（市内の各地
区の地域づく
り実践者が一
同に会する
場）で、成果
について発表
する。

（平成18年度開始した
ばかりのため省略）

36 日光市
（旧今市
市）

まちづくり活動
支援事業

平成１３年度か
ら

〔背景〕NPO等市民活動団体に対
する社会のニーズの高まりと、
当市が掲げる「市民が主役のま
ちづくり」を推進するため
〔目的〕市民が自主的に行うま
ちづくり活動の経費等を支援す
ることにより、市民が主役のま
ちづくりを推進することを目的
とする。

特定非営利活動（特定非営利活動促進法
第２条第１項に規定する活動をいう。）
を行う団体であって、次の各号のいずれ
にも該当する団体（任意団体を含む。）
をいう。
ア　団体の規約等を設けていること。
イ　構成員がおおむね１０人以上である
こと。
ウ　市内で継続して活動を行っているこ
と。
エ　市が実施する他の事業又は制度によ
る運営費補助金その他これに類する補助
金を受けている団体でないこと。

（事業費的）
団体の目的達成のために、広く市民を
対象に実施するイベント及び研修会等
に係る経費。ただし、食糧費及び参加
者全員への景品等の報償費を除く。

1,000 補助率･･･団体自己負担額の2/3
補助金上限･･･1団体10万円
　一の年度につき１回限りの交付、通算
して3回まで

6団体交付申請うち6団体に交付

随時、交付申請を受付し、
個別の案件ごとに審査し、
交付決定、交付する

担当部署での審査のみ。審査
会等は設けていない。

無し 一般財源 無 実績報告書
に基づく書
類検査

無 助成金額は少額ながら
門戸を広く開放した制
度のため、財政基盤の
脆弱な設立当初の団体
の育成には一定の効果
があったと認められ
る。

無し 19年度からの改正に向
け、補助率の変更等を検
討中

37 市川市 市民（納税者）
が選ぶ「市民活
動団体支援制
度」（１％支援
制度）

平成１７年度か
ら

【背景】サラリーマンが多く自
ら住む地域への愛着や関心が低
い中、市民との協働によるまち
づくり推進のため、自主的・自
発的な市民活動団体の育成、活
動の促進及び活性化を図る必要
がある。
【目的】納税者意識の高揚を図
るとともに市民活動団体への財
政的支援及び活動の促進を図る

条例第３条に規定
(1)市内に事務所を有し市内で活動してい
る。
(2)規約、会則、定款等を有している。
(3)申請時に１事業年度以上継続的に活動
している。
(4)法令、条例等に違反する活動をしてい
ない。
(5)公の秩序又は善良の風俗を害する活動
をしていない。
(6)宗教的又は政治的活動をしていない。

あくまで事業に要する経費が対象
条例第４条に規定
(1)市内において実施する。
(2)ＮＰＯ法に規定する特定非営利活
動の分野のものである。
(3）営利を目的としないもの。
(4)市民を主たる対象とするもの。
(5)団体の構成員のみを対象とするも
のでない。
(6）本市から別の補助金の交付を受け
ていないこと。

補助金
11,010

補助率・・
提案事業に要する経費の1/2
補助金上限・・
金額の上限はない。団体に交付する支援
金の額は、団体を選択して届出た納税者
の前年度の個人市民税額の１パーセント
に相当する額を合計した額
応募団体数・・８３団体
審査会の審査を経て決定した支援対象団
体は８１団体。

・団体応募説明会  1/15
・募集期間 1/17～2/4
・審査会　2/7, 3/3
・支援対象団体公表　4/9
　　広報、web等
・団体選択届出期間
　　4/9～5/10
・変更審査会　6/15
・交付決定通知　6/21
・7月概算払請求

・審査会
学識経験４名、公募による市
民３名で構成
・審査
条例に規定する団体及び事業
要件に適しているか等の他、
公益性、発展性、実現可能性
などの観点から審査。
・公表
広報紙、web上で公表

広報紙・
インター
ネットで
公表

一般財源

※基金を設置して
はいるが、現在の
ところ、事業への
充当はない。

無 有
事業実施現
場に出向き
確認

事業終了後
書類確認

無 制度スタート時は８３
団体が応募し、中には
市で把握していない団
体も応募するなど、こ
れまで表に出てこな
かった団体の活動が、
制度に参加することに
より、ＰＲの機会が増
えるなど市民活動に対
する市民の理解を促進
することができてい
る。

スタートして２年
目の取組みであ
る。制度の定着を
図るため、より良
い制度に改善して
いくことを念頭に
アンケートなどを
実施して、課題を
見い出し、できる
ことから見直して
いく。

制度上、団体を選択でき
るのは納税者に限られて
いる。ＮＰＯ支援に非納
税者など、誰もが参加で
きる方法を検討してい
る。

【平成１７年度補助金事業の調査・市町村】　　
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補助制度の背景・目的 補助の対象となる団体
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38 柏市 柏市民公益活動
補助金（平成１
０年度）

市民公益活動の促進を図ること
（市民公益活動の定義）
・柏市において不特定かつ多数
のものの利益の増進に寄与する
ことを目的とするもの（営利，
宗教，政治や特定の公職を支持
するものを除く）

【たまごコース立上げ支援】
設立の日から５年以内の市民公益活動団
体
【ひよこコース自立支援】
１年以上の活動実績のある市民公益活動
団体
※市民公益活動団体
市民公益活動を行う法人その他の団体の
うち
・柏市に主たる事務所を有するもの
・主として柏市において市民公益活動を
行うもの
・構成員が５人以上

事業費補助
人件費，事務所の賃借料，食糧費，車
両購入費を除く，事業に要する経費
（旅費のみ事業に要する経費の２０％
以内）

予算額
3,000
17年度交付
額
2,906
＜内訳＞
たまご600
ひよこ
2,306

【たまごコース立上げ支援】
対象業費の１／２
上限額　１０万円
採択団体数／応募団体数
６団体／８団体（75％）
【ひよこコース自立支援】
対象業費の１／２
上限額　５０万円
採択団体数／応募団体数
６団体／１３団体（46.8％）
※補助率の考え方
団体が主体となる事業であり，自立性を
損なわないよう1/2としている。
また，柏市では平成９年度に行政改革推
進委員会から「補助金の適正化」につい
て提言を受けており，事業費補助につい
ては上限1/2としている。

募集期間：4/1～5/2
書類審査：5月中旬
プレゼンテーション：5月25
日
交付決定：6月中
実施期間：4月～翌3月
現場見学会：11月21日
精算，額の確定：3月上旬～
下旬
戻入：4月～5月（出納閉鎖
期間）
成果報告会：3月

書類審査及び外部選定委員に
よる評価（プレゼンテーショ
ン）

審査結果の公表については、
交付団体の結果のみで点数，
順位については非公表
ただし，全団体に対し選定委
員のコメントと，不交付と
なった団体には評価の低かっ
た項目を通知している。

ＨＰにて
申請団
体，交付
団体，交
付決定の
経緯につ
いて公表
また，広
報でも交
付団体を
公表

一般財源 有 有
実績報告
時，書類審
査

無 無 平成16年度におい
て，たまごコース
を新設したほか，
補助対象経費，評
価方法・項目につ
いても見直しを
行った。

○評価項目の見直し・評
価基準の明確化（特に全
国展開している団体や自
立しすぎている団体の評
価）
○事業実施の確認（中間
時での報告，現地確認な
ど，申請時の効果や事業
内容を実施していない
（金銭支出でない部分）
場合の減額方法）

39 我孫子市 我孫子市公募補
助金
平成12年度～
（2000年度～）

○背景（経緯・特徴）
・従来、新しい市民活動団体に
は予算の制約上、補助金が交付
されにくい傾向があった。この
ため平成11年度に既存の補助金
を全廃し、平成12年度から、3年
毎に市民の視点で見直しをする
新たな公募補助金制度を開始し
た。
・補助金の採択、不採択は市民
委員5名からなる「補助金等検討
委員会」で審査。
○目的
・地域のまちづくりを推進し、
市民公益活動や生涯学習活動を
支援する目的の補助金であり、
団体が自立できるようにするた
めの支援と位置づけている。

ＮＰＯ法人、または営利を目的としな
い、公益の増進に寄与する任意団体
（①5人以上で構成されていること。②活
動拠点が我孫子市内にあり、かつ市内に
おいて活動を行っていること。③政治、
宗教目的でないこと。④特定の公職の候
補者や政党を推薦し、支持し、またはこ
れらに反対することを目的としないこ
と。）

補助対象経費は以下の通り。
人件費、報償費、交通費、消耗品、図
書購入費、印刷製本費、通信費、保険
料、研修費、使用料、賃借料、光熱水
費、警備費、備品費等

平成17年度
当初予算
ベースでは
8,986千円

補助率は、最大で補助対象経費の10／100
から50／100の範囲（備品費については50
／100以内で5万円を限度とする）。

〔交付申請＝審査〕
※交付を希望する団体は前
年度に補助金等検討委員会
による審査を受ける
・募集期間：4月中旬～7月1
日
・審査：8月～11月（審査結
果の通知は11月下旬）
・公開ﾋｱﾘﾝｸﾞ：12月上旬～
12月中旬（書類審査で不採
択とされた団体のうち希望
する団体のみ）
・交付団体の最終決定：1月
頃
・交付金額の確定：3月中旬
〔交付手続〕
・申請期間：4月末～
・交付決定：5月中旬～
・中間報告：11月
・事業報告：事業終了後
※補助金額の確定と交付は
事業終了後が基本だが事業
の開始前・途中での概算払
も可能

①審査方法
→補助金等検討委員会が書類
審査
→公開ﾋｱﾘﾝｸﾞ（書類審査で不
採択になった団体が活動をPR
できる）
→補助金等検討委員会の提言
を受けて市長が最終決定

②審査結果の公表項目
→各団体に審査結果（委員の
意見）を通知。

市広報、
Ｗｅｂサ
イトなど

一般財源 無

特に指定し
た報告会は
実施してい
ないが、
「あびこ市
民活動フェ
ア」での活
動発表を呼
びかけてい
る

有

中間および
事業終了後
に報告書を
提出。

有

我孫子市の行
政評価

平成11年度に既存の補
助金を全廃したことで
既得権が廃止された。
交付のサイクルは原則
3年間とし、新しい団
体も補助金交付が受け
られるようになった。
この点では全国的にも
先進事例として注目を
集めている。
なお年度毎に審査申請
数は異なるが、実際の
交付団体数は毎年30前
後である。

・補助対象経費に
人件費を追加（Ｈ
17年度から）。

・対象団体の用件
で構成員の人数を
「10人以上」から
「5人以上」に変
更（Ｈ18年度か
ら）。

補助金交付団体が補助金
交付期限終了後の財政的
自立が課題。
このため団体運営のレベ
ルアップ講座実施や団体
活動のPRの機会提供な
ど、団体の自立を支援す
る取り組みを継続してい
く必要がある。

40 鴨川市 鴨川市ふるさと
創生地域づくり
事業補助金

平成2年度から

　昭和６３年度から、みずから
考え、みずから行う地域づくり
事業として、国からふるさと創
生事業１億円の交付を受け、地
域づくり推進事業として、自由
な発想によるふるさと創生を振
興するための基金条例を制定。
　地域の自治組織等に自主的、
主体的に行うコミュニティー活
動、あるいは地域振興策及び地
域づくり事業等に対して市が助
成することによって、地域の課
題解決を図り、自治意識の向上
や地域住民の融和を目的に本制
度を創設した。

自主的かつ主体的に行う市内の自治組織
及び市民活動団体

事業費的支援
　公益性、先駆性、実効性を有し非営
利である以下に掲げる活動
(1)　保健、医療又は福祉の増進を図
る事業
(2)　社会教育の推進を図る事業
(3)　まちづくりの推進を図る事業
(4)　学術、文化、芸術又はスポーツ
の振興を図る事業
(5)　環境の保全を図る事業
(6)　災害救援事業
(7)　地域安全事業
(8)　人権の擁護又は平和の推進を図
る事業
(9)　国際交流の事業
(10)　男女共同参画社会の形成の促進
を図る事業
(11)　子どもの健全育成を図る事業
(12)　情報化社会の発展を図る事業
(13)　科学技術の振興を図る事業
(14)　経済活動の活性化を図る事業
(15)　職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する事業
(16)　消費者の保護を図る事業
(17)　前各号に掲げる事業を行う団体
の運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の事業

200 補助率…1/2以内
補助金上限…1団体50万円

募集期間：5/15～5/31
書類審査：6月中
地域づくり事業審査会：6月
下旬
交付決定：7月上旬
実施期間：交付決定後～3月
額の確定：3月下旬～

書類審査及び内部審査委員を
含む審査会

審査結果の公表については、
特になし。

非公開 特定財源
（鴨川市ふるさと
創生地域づくり基
金）

無 無

実績報告時
に確認をす
る

無 　申請団体が思うよう
に伸びていない点が課
題。
基金の運用を図ってい
るが、果実が思うよう
につかないところか
ら、財政的な課題もあ
る。

平成2年からの実
施で、平成16年度
の市町村合併を機
に要綱の見直しを
した（事業項目、
補助期間等）。

今後の見直しについては
不透明。
ただし、審査方法や審査
会のあり方、補助金額に
ついて課題あり。
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42 八王子市 市民企画事業補
助金制度

平成15年度開始

【背景】
１．「新しい時代にふさわしい
創意にみちた協働のまち」を都
市像のひとつとした基本構想・
基本計画の策定
２．協働のまちの実現に向け
て、その基盤となる市民活動の
活性化を図るため、協働のパー
トナーでもある市民活動団体に
対し、自立化を促進し活動をサ
ポートする制度が必要であっ
た。
３．既存の補助金制度の見直し
（再構築）
【目的】
市民活動団体が自ら企画実施す
る公益的な事業に要する経費の
一部を市が補助することによ
り、市民の創意による地域の実
情に即した公共サービスの充実
と市民活動の活性化を図るとと
もに、市と市民との協働のしく
みづくりを推進することを目的
とする。

【活動支援部門】
１． 非営利かつ、市民生活における不特
定多数の利益に寄与し、自発的に、自
主・自立した運営を継続的に行う団体。
（法人格の有無は問わない。）
２．構成員５人以上のグループで、構成
員に複数の市民（市内在住･在勤・在学）
を含む団体。
３． 政治活動及び宗教活動を主な目的と
する団体ではないこと。
４． 特定の公職者（候補者を含む）又は
政党を推薦、支持、反対することを目的
とする団体でないこと。
５．市内に活動拠点を持っている団体。

【事業実施部門】
上記の１～４及び市内に活動拠点を持っ
ているか、又は市内で活動しており、市
内に連絡責任者を確保できる団体。

【活動支援部門】
すでに公益的な活動に取り組んでいる
が活動基盤が整っていない団体やこれ
から公益的な活動に取り組もうとする
団体が、自らの活動を広く紹介するた
めに実施する事業で、計画段階での事
業費が5万円以上のもの。

【事業実施部門】
市民活動団体が自立運営を目標に企画
提案する事業や、将来市と協働で実施
する事業として企画提案するために試
行する事業で、計画段階での事業費が
10万円以上のもの。

※　事業に対する補助

8,617
（予算
11,000）

【活動支援部門】
補助率：10／10
上限額：10万円
補助回数：同一団体2回まで。
補助率の考え方：活動基盤が整っていな
い団体等に対するPR経費の補助であるた
め､上限を設けたうえで全額補助としたも
の。
採択事業数：応募12事業に対し6事業を採
択
【事業実施部門】
補助率：①補助対象事業費の1/2以内②2
年目以降は補助対象事業費の1/3又は前年
度交付決定額の80％のいずれか低い額。
ただし、事業の性質上審査委員会で特に
認めた場合は、①とする。
上限額：100万円
補助回数：同一の事業に対して3回まで。
補助率の考え方：自立のための支援であ
り、1/2からのサンセット方式が適当であ
ると判断した。
採択事業数：応募32事業に対し28事業を
採択

募集時期：11／1～12／15
予備審査：12／16～2／8
本審査：2／9～3／16
交付決定：4／1
実施期間：4／1～3／31
情報交換会：10／17
額の確定：3月末
成果報告会：5／28

【活動支援部門】
①事業関連所管（担当課）に
よる書類審査
②職員による庁内審査会での
書類審査による採点
③外部委員による審査会での
書類審査による採点

【事業実施部門】
①事業関連所管（担当課）で
の面接及び書類審査
②職員による庁内審査会での
書類審査による採点
③外部委員による審査会での
書類及び公開プレゼンでの審
査による採点

＜公開項目＞
審査会での獲得点数、優先順
位、コメント及び不採択の場
合の理由

「審査結
果のまと
め」及び
「成果報
告書」の
Webサイト
や図書館
等での公
開

一般財源
※基金の設置はな
し

有 有
事業終了後
に実績報告
書による検
査を実施

事業実施団体
での自己評価
による振り返
りを実施

制度開始後、17年度ま
でに、延78団体に対し
補助してきたが、中に
は活動が認められ企業
等からの支援を得られ
たものや市からの委託
事業へ発展したものも
ある。また、年々、応
募事業の質や量も上
がってきており一定の
成果は挙げていると評
価している。

＜16年度分＞
１．庁内審査会で
の採択による１次
審査（あし切り）
方式の廃止
２．活動支援部門
における申請団体
要件から「設立後
２年未満の団体」
の削除
＜17年度分＞
１．活動支援部門
の対象経費を団体
のPRに要する経費
に限定
２．活動支援部門
の補助率を1／2か
ら10／10に変更
３．補助金の下限
額を廃止

資金支援だけでなく、
「人、モノ、資金」と
いった総合的な支援制度
としての再構築

43 福生市 市民活動促進補
助金
平成18年度から
（なお、当事業
は３年間限定の
サンセット事
業）

〔背景〕市は「やすらぎ　いき
いき　輝く街　福生」の実現を
めざして、市民の積極的な社会
参加、社会貢献を目的とした市
民活動が行われやすい環境づく
りに取り組んでいる。
〔目的〕市民活動団体が行う公
益的な事業に要する経費に対
し、補助金を交付することによ
り市民の積極的な社会参加及び
新たな社会貢献に資する活動の
創出を促進し、もって市民が行
う公益的な活動の活発な展開及
び市民主体のまちづくりの推進
を図ることを目的とする。

補助の対象となる団体は、前条第２号に
規定する団体※で、かつ、福生市輝き市
民サポートセンターに登録している団体
とする。　　　　　　　　※市民活動団
体　前号に定める市民活動を行うことを
主たる目的とする団体で、次に掲げるす
べての要件を満たすものをいう。
　ア　市内に居住する者並びに市内で市
民活動を行っている者及び行おうとする
者でおおむね５人以上で構成される組織
であること。
　イ　団体への加入又は脱退に関して、
不当な条件を付していないこと。
　ウ　団体の運営の主たる部分で市から
の支援等を受けていないこと。
　エ　宗教活動、政治活動又は営利活動
を行うことを目的に組織されていないこ
と
　オ　特定非営利活動促進法（平成10年
法律第７号）に基づくもの以外の法人格
を有しないこと

市民活動団体が実施する市民活動で
あって、かつ、市長が当該市民活動の
内容、時期、経費等が市民活動を推進
するため適当と認めたもので、次の各
号のいずれかに該当するものとする。
　(１)　始業期支援事業　団体の自立
を促進するのに効果的な事業で、市内
において市民の参加により実施され、
創造性、継続性、公益性等の高いこ
と。この場合における補助金の交付
は、同一の団体に対して１回とする。
　(２)　成長期支援事業　４年以上の
活動期間のある団体が主体性を持ち、
団体の資質を向上するのに効果的な事
業で、市内において市民の参加により
実施され、創造性、継続性、公益性等
の高いこと。この場合における補助金
の交付は、同一の団体に対して３回ま
でとする。
２　前項の規定にかかわらず、次に掲
げる事業は、補助対象事業から除くも
のとする。
　(１)　介護保険サービス事業
　(２)　市の委託事業
　(３)　市その他公的機関から補助を
受けている事業又は受ける予定の事業

700 (１)　始業期支援事業　　　10万円以内
　(２)　成長期支援事業　　20万円以内

募集期間：5月1日～6月1日
書類審査：～6月2日
書類公開：6月3日～6月10日
公開審査：6月17日
交付決定：6月下旬
実施期間：7月1日～19年3月
31日成果発表会：19年5月12
日

審査会は、次に掲げる７人以
内の委員をもって組織する。
(１)　公募により選出された
市民　４人以内
(２)　総務部長
(３)　企画財政部長
(４)　生活環境部長　審査会
での審査結果の公表について
は当日採点結果のみ公表

市広報紙
市ホーム
ページ
市施設へ
配架した
要綱要項

一般財源 報告会にお
いて発表

有
書類検査

無 19年度分については、18
年度内に募集・決定を行
い、4月1日から事業を実
施できるように改善する
予定

申請事業数、交付事業数
ともに少ないことが大き
な課題であったが、申請
書の書き方をテーマとし
た講座を行ったところ、
平成18年度には若干増加
した。
また、団体からは交付時
期を早めてほしいという
要望もあり、平成19年度
交付事業から交付スケ
ジュールを変更する予定
となっている。（前年度2
月に募集開始、3月に審
査、4月に交付）議会の了
解が得られれば、実行で
きる見通し。
さらに、団体からは複数
年度にまたがる事業を対
象としてほしいという要
望も出されているが、こ
れについては対応が難し
いと考えている。

有
[時期]中間
及び事業終
了後
[方法]中間
は報告書の
提出、事業
終了後書類
確認
※ステップ
アップの場
合は公開報
告会でも報
告

有
[方法]審査終
了後、「浦安
市市民活動補
助金審査会」
による振り返
りを行う。

制度をスタートさせた
平成14年度から17年度
までに27事業に対し、
補助金の交付を行って
きた。
補助金を交付した事業
に関する追跡調査は
行っていない。

平成17年度までに
は行っていない。
制度5年目となる
平成18年度に、
【はじめの一歩】
の継続について見
直しを行う予定。

[審査方法]
「市民活動補助金審査会」に
よる審査
　審査会委員8名（公募市民4
名、NPO有識者2名、企業代表2
名）
【はじめの一歩（自立促進事
業補助金）】
[選考方法]書類審査のみ
[選考のポイント]
①「公益性があり、将来拡
大・発展が望める活動か」
②「自発的で熱意の見られる
活動か」
③「継続的活動が期待できる
か」
【ステップアップ（活性化事
業補助金）】
[選考方法]書類審査および公
開審査会におけるプレゼン
テーションによる審査
[選考のポイント]
①「公益性があり、将来拡
大・発展が望める活動か」
②「地域にとって必要性、重
要性の高い事業か」
③「自立的、発展的な活動が
期待できるか」
[審査結果の公表]
　各審査委員の採点結果（総
括表・各配点ごとの採点分布
図）、各審査委員からのコメ
ントを公表
　審査の透明性を高めるた
め、ステップアップの採点結
果は、公開審査会当日に会場
で作成、配布している。

[公開方
法]
広報紙掲
載、申請
書類・報
告書類の
閲覧
[公開時
期]
広報紙掲
載…交付
決定後（7
月中旬）
申請書類
…交付決
定後（7月
以降）
報告書類
…事業報
告後（翌
年4月以
降）

特定財源（浦安市
市民活動基金）

【はじめの
一歩（自立
促進事業補
助金）】
任意参加
【ステップ
アップ（活
性化事業補
助金）】
有

41 浦安市 浦安市市民活動
補助金

平成14年度から

[背景]平成13年2月に「ボラン
ティア等社会活動促進懇話会」
を発足し、検討の結果、平成13
年9月に9つの提言がなされた。
うちひとつが「財政支援の仕組
みづくり」であったため、これ
を反映して、平成14年度から市
民活動基金を設置、市民活動補
助金制度を制定した。
[目的]公共の利益を目的とした
非営利活動で自主性のある市民
活動と市民活動団体の自立を促
進する。

[団体要件]
1．公共の利益の増進に寄与することを目
的とする非営利の事業（いわゆる宗教活
動、政治活動、選挙活動を目的とする事
業は除く）に、自主的に取り組む特定非
営利活動法人（NPO法人）、または、法人
格を持たない市民活動団体
2．浦安市内で市民活動を行っている団体
3．主な活動範囲が浦安市内である団体
4．団体の構成員が１０人以上いる団体
5．年間の活動計画がある団体
6．申請する事業に係る収支が明確になっ
ている団体
7．定款または規約などを持ち、自主的で
継続的な活動のできる団体
8．本年度中に本市から団体の運営に関す
る補助金を受けない団体
9．浦安市市民活動補助金審査委員会が、
代表者・事業責任者・役員になっていな
い団体
※【ステップアップ（活性化事業補助
金）】は、活動期間が１年以上の団体

[事業要件]
1．公共の利益を目的とした事業
2．平成１７年４月１日から平成１８
年３月３１日までの間に実施される事
業
3．他に補助金または助成金（本市だ
けでなく国や県、およびその外郭団体
からの補助・助成を含む）を受けてい
ない事業

【はじめの一歩（自立促進事業補助
金】（団体運営費的）
　公共性が高いと思われる事業で、団
体のホームページやリーフレット作成
などの会員確保のために必要な事業な
ど、団体の自立を促進するのに効果的
な事業に交付。（※交付は１団体につ
き１回限り１事業のみ）
【ステップアップ（活性化事業補助
金）】（事業費的）
　１年以上活動している団体の行う事
業で、公益性が高いと思われる事業に
交付。（※１団体複数事業の申請はで
きるが、交付は１事業のみ。同内容の
事業への交付は3回まで）

1,442
[内訳]
【はじめの
１歩】50
【ステップ
アップ】
1,392

【はじめの１歩】
補助率…補助対象経費総額×100％
補助金上限…1事業5万円
採択事業数…申請4事業うち交付1事業
【ステップアップ】
補助率…補助対象経費総額×80％
補助金上限…１事業50万円以内
採択事業数…申請7事業うち交付4事業

※補助対象となる経費については、募集
要項に例示を記載している。飲食費や管
理責任者の明確でない備品購入費などは
補助対象とならない。

※補助率の考え方…補助金依存の活動と
ならないよう、2割は団体の自己負担とす
べきとの考えが審査会から示されたた
め。

募集期間：4月1日～4月28日
書類審査：4月下旬～5月下
旬
公開審査会：5月28日
交付決定：6月中旬
事業期間：4月1日～翌年3月
31日
額の確定：最終事業報告書
類提出後
公開報告会：4月下旬



番
号

自治体名
補助金制度の名
称及び開始年度

補助制度の背景・目的 補助の対象となる団体
補助の対象となる事業
（分類するとしたら、団体運営費的
か事業費的か）

総事業費
（千円）

補助率及び補助率の考え方、補助金上限
額、応募団体数のうちの採択団体数

スケジュール
審査方法及び審査結果の公表
項目（順位、点数）

情報公開
の方法

原資の調達（一般
財源か特定財源
（基金を設置して
実施している事
業））

成果報告会
の有無

確認検査の
有無、有の
場合、時期,
方法

事業の振り返
りの場の有
無、有の場合
は方法

評価 見直しの経緯
今後の課題及び見直しの
予定

44 狛江市 市民公益活動事
業補助金（新し
い風補助金）

平成16年度より

背景：市民公益活動を行う団体
への財政的支援は、市民協働の
促進の観点から二つの点で重要
である。一つは、市民公益活動
を行う団体が行政と対等に協働
できるようになるための組織基
盤の強化策として、一つは、市
民が必要とする多様なサービス
を行政に代わって提供する団体
の活動の推進策として、であ
る。（狛江市の市民参加と市民
協働の推進に関する基本条例の
基本的な考え方より）
目的：先駆的な活動又は特色あ
る事業を実施する狛江市の市民
公益活動団体の事業に対し，そ
の経費の一部について補助金を
交付することにより団体の成長
及び発展を図ることを目的とす
る

補助対象となる団体は，次の条件を満た
す団体とする。ただし，法人格の有無は
問わない。
（１）市民が自主的かつ自発的に行う不
特定かつ多数のものの利益の増進に寄与
することを目的とする活動を行う団体
（２）営利活動を行わない団体
（３）宗教，政治及び公益を害するおそ
れのある活動を目的としない団体
（４）次のいずれかに当てはまる団体
ア　役員に狛江市の住所を有するものが
いる団体
イ　事務所，活動拠点又は活動範囲に狛
江市を含む団体

補助対象となる事業は，次の条件を満
たす事業とする。ただし，狛江市で実
施している他の補助金等の交付対象と
なり得る事業については，この限りで
はない。
（１）狛江市内で行われる市民公益活
動事業
（２）この要綱による補助金の交付決
定後に実施される事業
（３）次のいずれかに当てはまる事業
ア　先駆的であり，将来性のある事業
イ　市民のニーズや地域性に適合した
特徴のある事業
（４）単年度で完了する事業。ただ
し，年度ごとの申請と選考により３年
を超えない範囲で補助対象事業とする
ことができる。
（事業費的）

1,500 種別Ａ】
補助率…10/10
補助金上限…1団体20万円、
採択団体数…11団体応募があったうち9団
体

補助率の考え方…ＮＰＯの成長・発展を
願う事業対象であり、上限額も高くない
ため10/10補助とした。

公開プレゼンテーション及び
書類による審査を公開選考会
で行う。

審査結果の公表については、
合計点数、順位、選考委員の
コメント等。
選考委員の個々の点数は公表
していない。

HP 一般財源 有 事業終了後
書類審査

「市民参加と
市民協働に関
する審議会」
で随時検討

平成16年度に制度がス
タートし、17年度は2
年目。計15団体に対
し、補助を行ってき
た。
　各補助事業はそれぞ
れ活発に活動し、また
プレゼンテーションや
事業報告会を通じて横
のつながりもでき始め
ており、一定の成果を
上げることができた。

17年度補助総額を
100万→150万に変
更。また1事業の
補助上限を15万→
20万に変更。

公開で選考会を行ってい
るため、よりわかりやす
く公正な選考会とするた
めに、選考方法や選考会
運営方法の改善を行う。

補助金決定から事業報告
の間に団体とコミュニ
ケーションをとる場を設
けていないので、今後検
討する。

45 横須賀
市

横須賀市市民協
働推進補助制度

平成14年度～

（背景）

（目的）
市民公益活動の活性化を図り、
市民の創意を活かし将来にわ
たって市民が誇りの持てる個性
豊かな地域社会の実現を図るこ
とを目的とする。

横須賀市内に活動拠点を有する市民公益
活動団体。
※市民公益活動とは、市民及び事業者の
自発的な参加によって行われる公益性の
ある活動をいい、これを行う団体を市民
公益活動団体という。
※公益性とは、不特定多数の者の利益そ
の他の社会の利益をいう。

①事業費またはプログラムを補助対象
とする。
②以下のものは補助対象費としない。
但し、活動の立ち上げに要する経費に
関しては柔軟に対応する。
・団体の事務所等を維持するための経
費
・団体の経常的な活動に要する経費
・団体の構成員による会合の飲食費
・団体の構成員に対する人件費や謝礼

3,000 ①「はじめの一歩」補助金
査定のうえ上限１０万円

②「ステップアップ」補助金
査定のうえ１/２、上限５０万円

募集告知…３月下旬～
説明会（前年度実績報告会
を兼ねる）…４/１６
相談会…４/２３
募集期間…４/２４～５/８
縦覧…５/１２～１９
書類審査（応募件数が20件
を超える場合は書類審査で
一時選考を行う）
公開ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ＆審査会
　　　…５/２１
市長報告
補助金の申請、決定通知
　　　…６月上旬

市民協働審議会の部会である
市民協働推進補助金等企画審
査会が選考及び補助金の交付
額の査定を行う。

審査は５項目５段階で評価す
る。各審査員の合計点を算出
し、そのうち最高点と最低点
を除外した合計点で推薦順位
を決定する。

各団体の合計得点及び審査基
準別合計に審査員のコメント
を付して公表。

Ｗｅｂサ
イト
及び
市民活動
サポート
センター
での供覧
など

一般財源 有 有

事後の書類
検査。

無 本制度がスタートして
から４年間で２７団体
に対し補助を行ってき
た。
当初は採用件数が伸び
なかったが、審査員に
よる事前相談会の開催
や前年度補助金獲得団
体の報告会参加を申請
基準のひとつにするな
どの工夫により、平成
１７年度は質の高い企
画の応募が多く、ほぼ
理想の形に近づいてい
る。

・従来から事務局
（市職員）が行っ
ている事前相談に
加えて、審査員に
よる相談会を実施
することで審査基
準に達するための
具体的なアドバイ
ス等を得ることが
できるようになっ
た。（17年度～）
・公開プレゼン
テーションを３名
以上で実施できる
ことを申請資格と
した。（18年度
～）

・「協働」まで視野にい
れた企画が少なく、市民
活動促進補助制度にとど
まっている。
・市民協働に対する職員
の意識改革。
・市民協働推進補助制度
の周知。

46 茅ヶ崎市 茅ヶ崎市市民活
動推進補助事業

平成１７年度か
ら

［背景］
価値観の多様化や社会経済環境
の変化により複雑化する地域課
題の解決のためには、専門性を
持つＮＰＯ等の活動が重要であ
るが、資金調達が困難な場合も
あり、それらを財政的に支援す
る補助制度が必要とされてい
た。
［目的］
市民活動の活性化を図り、多様
な市民ニーズにきめ細やかな
サービスで応えることのできる
豊かな地域社会の形成に寄与す
るため。

【市民活動スタート支援補助金】
設立後２年未満の市民活動団体

【市民活動ステップアップ支援補助金】
設立後２年以上の市民活動団体

【共通】
茅ヶ崎市民が受益者となり得る公益的
な事業
【市民活動スタート支援補助金】
（事業費的）
団体の自立を促進し、活動を軌道にの
せるための事業。
【市民活動ステップアップ支援補助
金】（事業費的）
団体がこれまで行ってきた活動の拡充
を図る事業又は活動の発展を目的に次
の一歩として新たに行う事業。

  　1,532

［内訳］
【市民活動
スタート支
援補助金】
  519
【市民活動
ステップ
アップ支援
補助金】
1,013

【市民活動スタート支援補助金】
補助率…90％
補助金上限…1団体10万円
採用団体数…７団体応募があったうち６
団体
【市民活動ステップアップ支援補助金】
補助率…80％
補助金上限…1団体30万円
採用団体数…８団体応募があったうち５
団体

募集期間：4月1日～5月9日
公開プレゼンテーション：5
月25日
評価・選考：5月25日
交付決定：6月24日
実施期間：交付決定後～3月
31日
額の確定：3月31日
実施報告会：5月20日

市民活動推進委員による評点
により順位付けを行い、加え
て「補助事業としての適否」
「事業へのアドバイス」「補
助金交付額」について審議、
選考。

結果の公表については、各委
員のコメントを議事録として
公開。順位は採択団体につい
てのみ公表。

Ｗｅｂサ
イト、広
報紙、市
政情報
コーナー
及び茅ヶ
崎市民活
動サポー
トセン
ターでの
閲覧

基金を設置。寄附
と同額を市も積み
立てる「マッチン
グギフト方式」を
とる。

有 有

事業終了後
書類審査

有

市民活動推進
委員会（審議
会）

実施報告会等により、
補助事業について一定
の成果は確認できた。
補助制度に対する団体
のニーズも高く、事業
の必要性は高い。

現行制度については、平
成22年度に見直しを行う
予定。

47 新潟市 市民公益活動支
援補助金

平成１６年度か
ら平成１８年度
まで

〔背景〕補助金制度の改革を検
討する中で，公募型補助金制度
の創設が提言された（H15.7）。
この提言を受け，具体的な検討
を行い，制度創設に至った。
〔目的〕市民による不特定多数
の者の利益の増進に寄与する活
動の推進を図り，市民の創意と
工夫を活かした豊かな地域社会
を実現すること。

【立上げ補助金】
公益活動を今後実施しようと計画又は実
施しはじめた団体。
【自立補助金】
公益活動を継続して実施しており，さら
に充実または拡大し，かつその自立を目
指す団体。

【立上げ補助金】（事業費的）
公益活動を今後実施しようと計画又は
実施しはじめた団体が行う事業。
【自立補助金】（事業費的）
すでに継続して行っている事業で，内
容を充実・拡大していくことにより，
自立を図っていく事業。

なお，上記２種類について，補助対象
経費は，事業に直接要するもので，そ
のうち事務所経費，経常的活動経費，
団体構成員の飲食費・人件費などは対
象外。

【立上げ補
助金】と
【自立補助
金】を合わ
せて
10,000千円

【立上げ補助金】
補助率…1/2、
補助金上限…1事業10万円、1年間限り
採択団体数…5団体応募があったうち4団
体
【自立補助金】
補助率…1/2、
補助金上限…1事業100万円、3年間限り
採択団体数…12団体応募があったうち10
団体

補助率の考え方…団体の自立を促すため
（行政依存とならないよう）に，1/2とし
た。

募集期間：4/11～5/11
第1次審査(庁内審査)：5/20
第2次審査(第三者機関)：
6/10，6/13
交付決定：6月中
実施期間：交付申請後～3月
額の確定：4月中旬～5月中
旬
成果報告会：5月

第1次審査：書類審査
第2次審査：書類審査及び公開
プレゼンテーション(自立補助
金のみ実施)

審査結果の公表については、
審査員のコメントのみ。

Ｗｅｂサ
イト，
市報

一般財源 有 無 無 本制度は，平成16年度
～平成18年度の3ヵ年
度の試行として創設さ
れた制度で，平成18年
度に制度評価を行う。
また，評価を受けて，
平成19年度以降の制度
について検討を行う予
定。

評価を受けて，平成19年
度以降の制度について検
討を行う予定。

48 上越市 ボランティア活
動支援補助金

平成１３年度か
ら

（背景）公共分野における市民
活動の普及啓発を図る必要が高
まったため。
（目的）ボランティア活動を始
めとする市民が行う自由な社会
貢献活動としての特定非営利活
動の健全な発展を支援し、もっ
て公益の増進に寄与する。

次の全ての要件を満たす団体
・特定非営利活動を行っている
・市を中心に活動している
・政治、宗教、思想、営利を目的としな
い
・構成員が５人以上

次の全ての要件を満たす事業
・ボランティア活動の普及啓発に寄与
するもの
・同様の事業内容で、本補助金交付実
績が連続した3年度間を超えないこと
・市から、本補助金以外の補助金の交
付を受けていないこと
・参加者を特定の地域住民や団体構成
員等に限定していないこと
・募金活動が含まれないこと

900 補助率…1/2
補助金上限…10万円
採択団体数…原則として予算の範囲内で
調整

募集期間：4/1～5/13
書類審査：5月～6月
交付決定：6月下旬
実施期間：交付決定後～年
度中
額の確定：実績報告後

書類審査のみ
・要件を満たす事業は全て補
助対象とする。事業内容の優
劣による順位づけをしない。

総括的情
報は地元
紙へ掲載
個別案件
情報は公
開請求に
よる

一般財源 無 有

事業終了後
書類審査

無 制度の趣旨である「ボ
ランティア活動の普及
啓発に資する事業への
支援」が、「ボラン
ティア活動そのものへ
の支援」に解釈が拡大
し、創設当初の趣旨と
乖離が生じている。

平成18年度に要綱
を抜本的に見直
し、19年改訂予
定。

当初の趣旨を明確化し、
ボランティア活動の普及
啓発を直接の目的とする
事業のみ対象とする。
市民公益活動そのものに
対する経済支援は予定し
ない。

49 長野市 ながのまちづく
り活動支援事業
補助金

平成15年度

【背景・目的】
　ボランティア活動やＮＰＯへ
の関心の高まりを踏まえ、市民
自らの知恵と責任による自主的
なまちづくり活動への支援を行
うことにより、個性豊かで魅力
に満ちた、明るく住み良い地域
社会の形成を目指す。

・構成員が5人以上で、複数の市民を含む
もの
・政治、宗教及び営利活動を目的としな
い団体

　公益性を有する事業であれば分野は
問わない。
　活動を行うに必要な事業経費が対象
で、団体の維持費的な活動(人件費含
む)に要する経費は対象としない。但
し、備品購入費は10万円が限度。

8,034 【企画・研究部門】
　市民自らが実施するまちづくり活動に
関する調査、勉強会、ワークショップの
開催・計画づくり等を主たる目的とする
活動
　補助率：10/10
　限度額：10万円
【実践活動部門】
　まちづくりに熱意やアイデアを持つ市
民が自主的に企画し、実施する活動
　補助率：ホップ(1回目)=8/10
ステップ(2回目)=6/10、ジャンプ(3回
目)=4/10
　限度額:ホップ(100万円)、ステップ(60
万円)、ジャンプ(40万円)
　ホップコースに「スタート枠」を設
定。企画・研究部門において補助を受
け、翌年度に活動を開始する団体若しく
は設立2年未満の団体が対象。但し、補助
限度額は50万円。
 応募団体数33団体の内、採択団体数21団
体(内1団体事業中止)

募集期間：1/24～2/14
応募説明会：1/24・25
予備審査(書類審査)：3/23
公開審査(プレゼンテーショ
ン)：4/24
活動発表会：翌年4/9

　7名の審査員(識者)が6項目
(公益性、独創性、発展性、実
現性、自立性、熱意)の基準に
より、5段階評価。最高点と最
低点を除く残りの得点の合算
により、予算の範囲内で選
考。なお、審査は部門ごとに
行う。
　各団体の順位及び獲得点数
並びに委員による団体へのコ
メントを公表している。

市のホー
ムペー
ジ、広報
紙

一般財源 有
翌年の4月
上旬

有
実績報告書
の提出(年度
末若しくは
事業終了後
15日以内)
なお、現地
検査は実施
しないが、4
名の職員で
補助団体の
行事やイベ
ントに自主
的に参加し
ている。

有
団体から自己
評価シートを
実績報告に併
せて提出

平成15年度から17年度
まで計44団体の活動に
補助金を交付。補助事
業から委託事業へ移行
した団体、地縁型団体
との協働へ移行した事
業等一定の効果が出て
いる一方、補助金の交
付がなくなると活動の
継続が難しくなり、団
体の財政的な自立が大
きな課題となってい
る。

企画・研究部門は
15年度当初から変
更なし。
実践活動部門につ
いては、16年度に
ホップコースにス
タート枠を設け
た。また、補助率
及び限度額につい
て、ステップコー
スは、8/10→6/10
へジャンプコース
は、4/10へ変更し
た。
更に、17年度に限
度額をステップ
コース100万円→
60万円へジャンプ
コースは、40万円
へそれそ゜れ変更
した。

中間活動発表会の開催、
補助金の交付が終了した
団体によるまちづくり活
動フォーラムの開催



番
号

自治体名
補助金制度の名
称及び開始年度

補助制度の背景・目的 補助の対象となる団体
補助の対象となる事業
（分類するとしたら、団体運営費的
か事業費的か）

総事業費
（千円）

補助率及び補助率の考え方、補助金上限
額、応募団体数のうちの採択団体数

スケジュール
審査方法及び審査結果の公表
項目（順位、点数）

情報公開
の方法

原資の調達（一般
財源か特定財源
（基金を設置して
実施している事
業））

成果報告会
の有無

確認検査の
有無、有の
場合、時期,
方法

事業の振り返
りの場の有
無、有の場合
は方法

評価 見直しの経緯
今後の課題及び見直しの
予定

50 浜松市 浜松市市民活動
団体補助金

市民協働推進条例の制定・市
民、市民活動団体及び事業者が
市民活動を育て、互いに支え合
う地域社会を目指し寄附文化を
醸成するため

特定非営利活動促進法第2条第2項に規定
する特定非営利活動法人のうち次の要件
を全て満たすもの
（１）特定非営利活動を行う区域を浜松
市内に有する
（２）主たる事務所又はその他の事務所
の所在地が浜松市内にあること。
（３）補助金申請日において、１事業年
度以上の活動実績があること
（４）法その他関係法令を遵守している
こと

非営利活動（事業費補助） 1,000
（当初予
算）

補助率、補助金上限額はなし。
寄附者の意向を最大限尊重する。

採択団体数
H15･･･1/1
H16･･･1/1

通年実施のため、特に規定
なし

浜松市市民協働推進委員会が
以下の審査基準に基づいて交
付先、交付金額を審査する。
・公益性
・地域性
・現実性
・透明性
・財務の健全性

市ホーム
ページ

条例上は、「基金
として積み立てる
額は、寄附金及び
予算で定める額と
する。」としてい
るが、財源は全額
寄附による。

無 無 無 自己評価のみ 平成18年3月、以
下2点を見直し。
（１）基金から助
成を受けるための
市民活動団体の事
前登録制度を廃
止。助成の対象と
なる市民活動団体
の要件を整備。
（２）審査項目に
「公益性」を加え
るとともに、他の
項目についても整
理。

基金から助成を受けるこ
とができる団体をNPO法人
以外にも拡大できるかと
いう点について、市民協
働推進委員会が制度改定
案を作成中。

51 岡崎市 大学連携アドバ
イザー助成金

市内4大学により構成される｢大
学懇話会」と連携し、市民活動
をする団体が大学教授等の専門
的な助言･指導や講演を依頼する
ための資金援助を行うことによ
り、市民活動団体の強化及び大
学との連携の拡大を目的とす
る。

市内に在住、在勤、在学する5人以上の会
員で組織された市内を活動拠点とする市
民活動団体

団体運営に関する助言･指導であれば
運営費的だが、講演会の講師として活
用すれば事業費的になる。これまでの
利用はすべて事業費的である。

144 助言･指導は1回7200円を限度とする。年4
回まで及び1団体2年を限度。
講演の場合1回の限度額：教授25000円、
助教授19000円、講師16000円
年1回及び1団体2年を限度。

アドバイザー派遣相談
アドバイザーの紹介
団体とアドバイザーの協議
申請書等の提出
助成の決定
実績報告書の提出
助成金の交付

担当課での書類審査 していな
い。

一般財源 有 無 無 大学との連携を目的に
始めたが、利用は少な
い。広報不足もある
が、利用したい団体が
少ないことが原因とし
て上げられる。

無し 大学懇話会未加盟の先生
を起用する場合の助成。

52 岡崎市 市民活動団体助
成金
平成16年

市が市内の各種団体に呼びかけ
て結成した市民公社という任意
団体に補助金を交付し、市民公
社の補助金として実施していた
ものを、平成16年度から市直接
の補助金として交付することと
した。

市内に在住、在勤、在学する5人以上の会
員で組織された市内を活動拠点とする市
民活動団体

事業費補助 1,000 事業の活動に必要な経費の3分の1以内。5
万円上限。
20団体応募、19団体交付

4月15日募集広報
5月上旬応募締切り
6月中旬審査会
6月下旬交付決定通知
6月下旬から7月上旬半額概
算払い
事業実施後実績報告書提出
提出後補助金額の確定
残りの補助金支払
翌年2月報告会

12名の審査員による審査
結果公表はしていない。

していな
い。

一般財源 有 無 無 報告会の開催は、団体
にとって負担にはなる
が、情報発信と団体相
互の交流の場として、
また、事業実施の確認
としても有効である。
審査方法をオープンに
する必要がある。

平成16年度　実績
報告書の様式改訂
事業報告会の開催

審査会の方法。
情報公開。

53 東海市 まちづくり活動
支援事業費補助
金
平成１５年度か
ら（平成１５年
度の時点は、市
民活動促進事
業）
H15～H17は、助
成金
H18～補助金に変
更

[背景]協働・共創のまちづくり
を推進するため、市民活動団
体、ＮＰＯの公益的活動が活性
化し、市民参画の推進が必要と
されていた。
[目的]市民参画推進委員会の作
成による「東海市まちづくり指
標」を活用したまちづくりの推
進及びまちづくり指標を広く市
民へ普及・啓発することが目的

市内で活動する市民活動団体 （事業費的）
地域の課題解決（東海市まちづくり指
標の改善）に貢献する事業に補助す
る。会議費、旅費交通費、印刷製本
費、通信費、諸謝金などの活動や事業
に直接必要な経費。

2,120 補助金上限…1団体50万円、
補助率10/10
採択団体数…6団体応募があったうち４団
体（H18年度）

募集期間：5/1～5/15
審査・プレゼンテーショ
ン：6月4日
交付決定：7月中
実施期間：交付決定後～3月
額の確定：3月上旬～下旬
成果報告会：4月

書類審査及び外部審査委員を
含む選考会

審査結果の公表については、
選考の可否のみ。

文書 一般財源 有 有

事業終了後

事業終了後
書類検査

有

「まちづくり
活動支援事業
報告会」で審
査員から評価
とコメント

　制度をスタートさせ
た平成15年度から17年
度までの間15団体24事
業に対し、補助を行っ
てきた。
　個々の事業において
地域課題の改善に貢献
し、団体の活動の活性
化に結び付くなど、一
定の成果を上げること
ができた。

助成金から補助金
に変更した。
事業の運営・実施
指導等をＮＰＯ法
人に委託していた
が、市の直営事業
にした。

団体からの企画・提案事
業なので、市民ニーズ、
行政ニーズとの結びつき
が弱い。
ＮＰＯと行政の協働事業
とこの補助制度との補助
制度の整合性を図る必要
がある。

54 豊中市 市民公益活動推
進助成金（公募
制補助金）

平成１６年度

市民公益活動を推進するため 【初動支援コース】
・市民公益活動を始めようとする団体
（取り組んで３年以内の団体）
・１団体２回まで、前年度と同一事業で
も応募可
【自主事業コース】
・市民公益活動を１年以上行っている団
体
・１団体３回まで、前年度と同一事業で
も応募可
両コースとも
・市内で活動する民間団体であること。
・市が実施する他の制度による助成を受
けている団体でないこと。
・市が実施する他の制度による助成の対
象となる団体でないこと。

両コースとも市民公益活動事業を対象
とする（事業費的）

以下の経費は対象外
・団体の事務所等を維持する経費
・団体の経常的な活動に要する経費
・団体の構成員による会合の飲食費
・団体の構成員に対する人件費や謝礼
＊ただし、上記経費であっても、当助
成金対象事業に要したことが明らかに
認められる場合は対象となる｡

　
1,521

[内訳]
【初動支援
コース】
　
100
【自主事業
コース】
　
1,421

【初動支援コース】
補助率…3/4
補助金上限…１団体10万円
採択団体数…2団体応募があったうち1団
体
【自主事業コース】
補助率…1/2
補助金上限…１団体50万円
採択団体数…10団体応募があったうち6団
体

補助率の考え方…市民公益活動団体が自
律的に発展することをめざすのもである
ため、一部助成とする。

募集説明会：平成17年1月17
日
募集期間：平成17年1月18日
～2月15日
書類審査：平成17年2月23日
公開説明会：平成17年3月25
日
交付決定：4月27日
実施期間：平成17年4月～平
成18年3月
額の確定：平成18年3月～平
成18年5月
報告会：平成18年6月4日

学識経験者・公募市民・市民
公益活動団体の代表・事業者
の代表からなる審議会による
書類審査と公開説明会による
プレゼンテーションをふまえ
た最終審査。

審査結果の公表については、
交付決定額と審査員のコメン
トのみ。（応募団体には審査
基準ごとの点数も通知）

Webサイ
ト、
ニューズ
レター

一般財源 有

事業終了後
に公開報告
会

有

助成事業実
施時に現地
調査。
随時電話で
の状況確
認。
事業終了後
に書類検
査。

無 応募団体の事業スケ
ジュールに支障をきた
さないよう、募集時期
や交付決定を年度の早
い段階で行う、採択事
業の助成金は概算払い
（前払い）可能など、
応募団体に利用しやす
いよう工夫をしてい
る。一方で、審査基準
のハードルが高い、手
続きが煩雑であるとい
う意見が寄せられてい
る。

団体が助成金を事
業に活用しやすい
よう、概算払い
（前払い）ができ
るようにした。

応募事業数が少なく、団
体が利用しやすい制度に
なっているか、審査基
準、補助率、手続きなど
について見直す。

55 吹田市 吹田市市民公益
活動促進補助金

【背景】社会サービスの担い
手、コミュニティの活性化に寄
与するものとして市民公益活動
団体の自立・発展が望まれてい
るが、財政的基盤の弱い団体も
多く、特に立ち上げ期など自立
を促す資金的支援が必要とされ
ていた。
【目的】市民公益活動団体を積
極的に支援し育てることによ
り、市民公益活動のさらなる活
性化と市民主体の活力ある地域
社会の実現を図る

（１）スタート支援コース　設立後１年
以上３年以内の団体
（２）協働支援コース　市民公益活動団
体の協働を促す事業または複数の市民公
益活動団体が協働して行う事業が対象。
（３）自主事業支援コース　設立後１年
以上の団体
共通：以下の項目に全て該当する団体。
（１）吹田市域で活動する市民公益活動
団体
（２）代表者を含め３人以上の役員がい
る団体
（３）事業計画、予算及び決算を示すこ
とができる団体

【事業補助】補助対象となる経費は、
申請される事業のみに要するもので、
報償費（講師謝礼等）、旅費、需用費
（印刷費、材料費、消耗品費）、役務
費（通信運搬費等）、使用料等。

決算額
総事業費
2,028千
円。
（補助金総
額1,977千
円。
審査会経費
51千円）

（１）スタート支援コース
補助率：1/2以内
補助金上限：10万円。
採用団体：応募２団体、採用０団体
（２）協働支援コース
補助率：1/2以内
補助金上限：20万円。
採用団体：応募１団体、採用０団体
（３）自主事業支援コース
補助率：1/2以内
補助金上限：50万円。
採用団体：応募10団体、採用７団体

募集期間：5/9～5/27
公開プレゼンテーション及
び審査部会：6月5日
交付決定：7月中旬
実施期間：17年4月～18年3
月
確定精算：18年4～5月
事業報告会：18年4月

市民公益活動審議会の補助金
交付審査部会が公開プレゼン
テーション、書類審査により
審査する。
結果については、交付団体の
み事業概要と金額を公表。順
位・点数・コメントは公表し
ていない。
18年度は順位・点数等も公表
予定。

ホーム
ページ、
市報など
（審査内
容の公表
はなし）

一般財源 有 有

事業終了後
書類審査

無 平成17年度に創設し、
7団体に交付した。

申請団体より見直
しの提案があり、
意見交換会、アン
ケートを実施後、
18年度から、自主
事業支援コースの
上限を50万円から
30万円に引き下
げ、審査委員数を
6名から10名に増
加、審査採点方法
を変更した。

補助金制度の周知を図る
ともに、事業予算の考え
方など申請にあたっての
相談・支援をしていく必
要がある。また、交付事
業が補助期間終了後も継
続事業となるようなフォ
ローも必要である。

56 箕面市 非営利公益市民
活動促進補助金
（ＮＰＯ補助
金）

平成１２年度か
ら

[背景]「非営利公益市民活動促
進補助金」は、箕面市の補助金
制度の中でも特に幅広い市民の
参加による市民活動団体の活動
を活発化するために運用するも
のだが、運用にあたって市民活
動団体の「自立」を促し、行政
との対等なパートナーシップが
構築できるような自立的成長の
呼び水となる必要がある。その
ためには、まず補助を受け続け
ることによる行政依存傾向を避
けること、また特定団体の既得
権益化を抑え、補助金を受ける
機会の公正化を図り、新たな市
民活動の成長のために補助金が
支出できるよう財源を確保する
ことが必要であった。
[目的]市民の自発的な公益活動
を支援することにより、活動の
活発化と団体の自立化を促進
し、箕面市が元気な市民活動で
あふれ、市民主体のまちづくり
が進展することに寄与すること
を目的とする。

申請できる団体は、次のすべてに該当す
る団体です。
① 市内に事務所または活動の拠点がある
こと。
② 対象者または実施者の多くが箕面市民
であること。
③ 政治活動、宗教活動を目的としていな
いこと。

申請できる事業は、箕面市内で行われ
る、自発的かつ自立的に行う営利を目
的としない公益的な活動。

3,190 補助金の種類は下記の３種類。事業費の
９０％を限度に補助。
ただし、国、都道府県又は市町村から他
の制度による補助等を受けている場合は
対象外。
①立上げ補助　事業の立上げ費用に対す
る補助。事業開始時から３年間の申請が
可能。上限は３０万円。
②拡充発展補助　事業の拡充・発展に対
する補助。事業開始時から４年め以降に
おいて２年間の申請が可能。上限は５０
万円。
③継続補助　事業維持に対する補助。５
年間の申請が可能。
上限は２０万円です。
同一事業について、上記①②③を組み合
わせた場合でも、補助交付年限は最長５
年間。
交付状況については、平成１７年度にお
いて、３３件の申請に対し、２７件の交
付。

募集期間：前期3月、後期8
月
審査：前期4月、後期9月
交付決定：前期4月、後期9
月
報告会：翌年10月

補助金交付検討会議のメン
バーが審査基準によって検討
し、合議により会議結果を市
長に報告後、市長がその意見
を基に交付決定。
審査内容は、非公開。
交付団体の団体名、事業概
要、金額を公表

Ｗｅｂサ
イト、
ニュース
レター

一般財源 有 有

事業終了後

無 平成12年度から17年度
までの間173件総額約
13,000千円の補助金交
付を行ってきた。
近年は新しい団体、新
しい事業が増えてきて
いる。

■ 平成15年度に
当初の補助金交付
年限3年を5年に延
長。
■ 平成16年度に
おいて抜本的な制
度改正を実施し
た。（補助金の種
類の組み替え、上
限額の引き上げ、
補助限度率の設
定）
■ 平成18年度募
集から、年度前募
集（前期3月）を
実施

補助事業に対する評価、
見直しは今のところ予定
なし。



番
号

自治体名
補助金制度の名
称及び開始年度

補助制度の背景・目的 補助の対象となる団体
補助の対象となる事業
（分類するとしたら、団体運営費的
か事業費的か）

総事業費
（千円）

補助率及び補助率の考え方、補助金上限
額、応募団体数のうちの採択団体数

スケジュール
審査方法及び審査結果の公表
項目（順位、点数）

情報公開
の方法

原資の調達（一般
財源か特定財源
（基金を設置して
実施している事
業））

成果報告会
の有無

確認検査の
有無、有の
場合、時期,
方法

事業の振り返
りの場の有
無、有の場合
は方法

評価 見直しの経緯
今後の課題及び見直しの
予定

57 広島市 公益信託「広島
市まちづくり活
動支援基金」

平成１５年度か
ら

［背景］広島市の「まちづくり
ボランティア総合支援庁内プロ
ジェクト会議」において、ボラ
ンティア支援策の一つとして
「財政的支援・支援基金の創
設、運用」が、また、(財)広島
市ひと・まちネットワークの
「ボランタリー総合支援セン
ター研究会」(市民公募による研
究会)において「市民ファンドの
創設」が各々提案された。
　これを受けてボランタリー総
合支援センター課題研究会にお
いて「まちづくり活動支援基金
（仮称）」のあり方、内容につ
いて検討を重ね、広島市の実施
計画策定に係る企画関係者会議
において、「広島市まちおこし
海外派遣事業基金」を原資に基
金を創設することが了承され
た。
　実施主体は、(財)広島市ひ
と・まちネットワークで、信託
契約により(株)広島銀行に委託
して基金を運用管理している。
［目的］市民による自主的なま
ちづくりに関する活動に係る経
費の助成を行うことなどによ
り、社会的な課題の解決と市民
活動の能力の向上を図るととも
に、市民・企業・行政の協働に
よるまちづくりを推進し、豊か
で活力のある成熟した市民社会
の実現を目指す。

次の要件をいずれも満たす団体。
（1） 団体構成員の過半数が広島市民で
ある。又は、団体の所在地が広島市にあ
る。
（2） 特定非営利活動促進法別表（注1）
に掲げる活動で広島市のまちづくりにつ
ながる活動を行い、かつ、同法第二条
（注2）に該当する団体（ただし、法人格
の有無を問わず、任意のグループでも
可）であること。

注1）保健・医療、社会教育、まちづく
り、文化・スポーツ、環境保全など、17
分野の活動。
注2）営利を目的とせず、宗教・政治活動
を主たる目的としない、公益を目的とす
る活動を行う団体。

※イベントやものづくりなどを行う活動
だけでなく、地域社会が抱えている課題
を発見し解決していくための方策や計画
づくりなどを行う活動も対象。
※他の財団などから助成を受けている場
合でも、活動の目的を達成するために必
要であれば応募できる。

事業費的
【団体育成助成部門】
　設立後３年未満の団体。これまでに
この部門の助成を受けたことのある団
体は、この部門への応募はできない。

【まちづくり活動発展助成部門】
　特定非営利活動を行う企画のうち、
実現可能性、先駆性、独創性及び実施
効果等総合的に優れたもの。

【重点分野助成部門】
　特定非営利活動を行う企画のうち、
本市の社会的な状況に鑑み、重点的に
助成する必要があると運営委員会が認
める分野のもの。

【緊急分野助成部門】
　災害救援など、本市に関わる突発的
な事態が生じ、緊急的に助成する必要
があると運営委員会が認める分野のも
の。運営委員会が必要を認めた場合に
設けることができる。平成１７年度は
実施していない。

102,662
(創設時に

広島市から
支出された

原資)

【団体育成助成部門】
助成上限：１団体５万円を限度に、総額
５０万円程度。
採択団体数：９団体応募があったうち５
団体(助成総額２５万円)

【まちづくり活動発展助成部門】
助成上限：１団体５０万円を限度に総額
３００万円程度
採択団体数：３１団体応募があったうち
１２団体(助成総額294万5千円)

【重点分野助成部門】
助成上限：１団体１００万円を限度
採択団体数：６団体応募があったうち１
団体(助成総額70万円)

募集期間：平成１７年２月
２日～３月１５日
書類審査：平成１７年３月
下旬～４月下旬
公開審査会：平成１７年５
月１４日
決定：平成１７年５月１４
日
実施期間：平成１７年４月
～平成１８年３月
中間報告会：平成１７年１
１月２６日
成果発表会：平成１８年５
月１３日

基金運営委員による書類審査
及び公開審査会

審査結果の公表については、
助成部門別に順位と総得点の
み。

Ｗebサイ
ト
広報紙

寄附金等による一
般財源

有 有

事業終了後
書類を提出
してもら
い、検査を
行う。

有

中間報告会
成果発表会で
実施

　公開審査会、中間報
告会、成果発表会を通
じて、活動ノウハウの
共有化、参加団体同士
の連携が生まれると
いった資金助成に留ま
らない効果があり、市
民活動の促進が図られ
た。

　平成１８年度
に、これまでの
「まちづくり活動
助成分野」(団体
育成助成部門、ま
ちづくり活動発展
助成部門、重点分
野助成部門、緊急
分野助成部門)に
加えて「まちづく
り施設整備助成分
野」を設けた。
　この分野は、広
島市の良好なまち
づくりに資する施
設等の新設、改
修、保全等を対象
に助成する。この
分野の助成は、
（財）民間都市開
発推進機構「住民
参加型まちづくり
ファンド支援業
務」から本基金へ
の助成金により実
施されている。

　平成１８年度か
ら審査結果の公表
において、順位を
掲載しないことと
した。

寄附金等の基金財源の確
保

58 松山市 ＮＰＯ支援事業

平成１３年度か
ら

[背景]主体的に地域の課題解決
に取り組むＮＰＯは新しい社会
サービスを提供する担い手とし
て注目されているが、ＮＰＯの
資金調達は容易ではなく、ＮＰ
Ｏの活動を活性化するために、
ＮＰＯの自立や自主性に配慮し
た支援が必要とされていた。
［目的］本市の市民活動を促進
するため、ＮＰＯが実施する事
業に対して、その自主性を尊重
しながら補助金を交付すること
により、その団体の自立及び、
継続的な活動を支援するものと
する。

［立ち上がり支援］
　設立後2年未満の団体

［成熟促進支援］
　設立後2年以上の団体

［どちらとも］（事業費的）
ＮＰＯが実施する社会一般の利益に資
する非営利事業・活動であって、市長
が当該活動の内容、時期、経費等がＮ
ＰＯ活動を促進するために適当と認め
た事業とする。会議費、旅費交通費、
印刷製本費、通信費、諸謝金などの活
動や事業に直接必要な経費及び事業を
実施する上で必要となる人件費、光熱
費等。

3,400 【立ち上がり支援】
補助率…1/2
補助金上限…1団体40万円
採択団体数…13団体応募があったうち4団
体

【成熟促進支援】
補助率…1/4
補助金上限…1団体20万円、
採択団体数…2団体応募があったうち2団
体

補助率の考え方…立ち上がり段階の団体
には1/2、設立後2年以上の団体は立ち上
がり支援団体より資金調達力はあると見
込んで１／４

募集期間：4/1～4末日
書類審査：5月上旬
第2次審査：5月下旬
交付決定：6月1日
実施期間：6月～3月
額の確定：交付決定時（精
算は実績報告後）
成果報告会：9月頃

書類審査及び外部審査委員を
含む選考会

審査結果の公表については、
各自の得点（項目毎）、合格
最高及び最低得点、審査員の
コメント。

Ｗｅｂサ
イト

一般財源 有 有

中間及び事
業終了後

中間は現地
調査や電話
等での聞き
取り、事業
終了後書類
検査

無 　制度をスタートさせ
た平成13年度から17年
度までの間28団体に対
し、補助を行ってき
た。
　これら団体のほとん
どが現在活発な活動を
継続しており一定の成
果を上げることができ
た。

市の一般財源か
ら、基金を活用し
た助成制度へ。
【立ち上がり支
援】設立2年未満
から3年未満へ。
補助率1／２から
２／３へ。
【成熟促進支援】
設立2年以上を3年
以上へ。補助率１
／４から１／２
へ。上限２０万円
から３０万円へ。
応募資格として登
録の条件を設け
た。

平成18年度から、あらた
に「市民活動推進補助
金」制度を開始。
「市民活動推進基金」を
活用した助成制度。

59 福岡市 福岡市ＮＰＯ活
動推進補助金

平成16年度から

　ＮＰＯ法人に対する寄付につ
いて、税の優遇措置がない現
在、市が寄付の受け皿になるこ
とにより、ＮＰＯへの寄付を促
進し、併せて寄付を原資として
助成することにより、ＮＰＯを
財政的に支援することを目的と
する。

本市に登録したＮＰＯ法人

［登録用件］
・ＮＰＯ法人であること
・主たる又は従たる事務所が市内にある
こと
・活動区域が市内であることなど

（事業費的）
地域社会の発展に資すると認められる
ＮＰＯ活動の事業費の一部を補助す
る。ただし、市外で実施される事業、
法人運営上の経常的な経費等は補助の
対象としない。

2,454

※審査会運
営費等含む

補助率…設けていない
補助金上限…１団体50万円。ただし寄付
金の活用先として希望があった団体の場
合は200万円。
採択団体数…10団体応募があったうち3団
体

募集期間：7/15～7/29
事業説明及び審査会：8/18
交付決定：8/26
実施期間：交付決定後～3月
額の確定：3月
成果報告会：10月（予定）

［審査方法］
書類審査及び第三者委員によ
る審査会

［結果の公表項目］
審査委員のコメントを公表。
補助金交付団体については、
得点、順位も公表している。

審査会で
審査結果
を発表。
審査会の
内容・結
果につい
ては、市
ホーム
ページで
公開して
いる。

特定財源
（福岡市ＮＰＯ活
動支援基金を設置
し、市民からの寄
付を受け入れてい
る。）

有 有

事業終了
後、書類検
査

無 　平成16年度、17年度
の2年間で合計6団体へ
の助成を行った。

　補助金応募資格
となる、団体登録
の要件のうち、事
務所所在地の要件
を緩和。
「主たる事務所が
市内にあること」
　　　↓
「主たる又は従た
る事務所が市内に
あること」

　寄付を促進させるた
め、ＮＰＯ活動及び基金
制度の周知を図る必要が
ある。

60 北九州市まちづくりス
テップアップ事
業

平成16年度

【背景】
平成13年度から実施してきた
「わがまち手づくり支援事業」
においては、市民のまちづくり
に向けての自主的、主体的な活
動の芽を育むことを目的に、各
種事業を幅広く支援してきた。
この結果、市民の自主的、主体
的なまちづくりの意識、気運は
着実に浸透してきた。この状況
を鑑み、従来の個々の取組を基
本に置きつつ、一層のまちづく
り機能の向上を誘導するため、
連携・協働による新たなまちづ
くりの取組をその支援の中心に
位置づける「まちづくりステッ
プアップ事業」を展開する。
【目的】
市民が主体的に取り組む地域の
特性を活かした自主事業や団体
相互間の連携、協働による新た
なまちづくりの活動を支援する
ことにより、市民主体のまちづ
くりを推進する。

次のいずれにも該当する団体。
①市内で活動している団体又は今後活動
を行おうとする団体であること。
②特定の政党若しくは宗教又は公選の選
挙の候補者の支持に関係のある団体でな
いこと。　　③営利を目的とした団体で
ないこと。　　　　④その他助成を行う
ことが不適当と認められる団体でないこ
と。

市民が主体的に取り組むまちづくり活
動で地域の活性化や連携・協働による
活動の促進につながる次のような活動
及び事業とする。
①地域におけるまつり、まちづくりに
つながるイベント
②まちづくりに関する講演・講座・研
修　③コミュニティビジネスに関する
事業　　④地域の歴史の調査・研究、
文化の振興に関する事業
⑤環境保全・自然保護に関する事業
⑥国際交流・国際協力に関する事業
⑦子どもの健全育成・子育てに関する
事業⑧その他市長が特に認めたもの

11,800 【補助金の額】
１団体に対する補助金の額は、補助の対
象となる事業に要する経費のうち、補助
の対象となる経費の２分の１以内とす
る。　　　　【補助上限額】
３０万円
【申請団体数】
８３
【助成団体数】
６３

申込期間：4/1～4/19
　
各区における審査委員会：4
月下旬～5月中旬
　
事業実施：審査委員会の交
付決定後随時

【審査方法】
各区の審査委員会独自の基準
等による（委員は各区ともに
３名）。
【審査結果の公表項目】
審査結果については特に公表
していない。

【募集に
ついて】
市のホー
ムペー
ジ、広報
紙、チラ
シ

一般財源 各区の判断
によって実
施してい
る。
別途、全事
業について
事業報告書
を提出して
もらう。

有
実績報告書
の提出(事業
終了後)

無 制度の定着により、市
民主体のまちづくりに
一定の効果が得られて
いると考えている。

見直しは行ってい
ない。

【今後の課題】
地縁組織等の申請が増加
している一方で、ＮＰＯ
からの申請が減少してき
ている。　　　【見直し
の予定】　　　　　見直
しの是非を含めて検討を
行う予定。



番
号

自治体名
補助金制度の名
称及び開始年度

補助制度の背景・目的 補助の対象となる団体
補助の対象となる事業
（分類するとしたら、団体運営費的
か事業費的か）

総事業費
（千円）

補助率及び補助率の考え方、補助金上限
額、応募団体数のうちの採択団体数

スケジュール
審査方法及び審査結果の公表
項目（順位、点数）

情報公開
の方法

原資の調達（一般
財源か特定財源
（基金を設置して
実施している事
業））

成果報告会
の有無

確認検査の
有無、有の
場合、時期,
方法

事業の振り返
りの場の有
無、有の場合
は方法

評価 見直しの経緯
今後の課題及び見直しの
予定

61 佐世保市 人材育成支援事
業補助金

平成16年度から

【背景】
市民公益活動団体の会員が団体
の活性化のために、首都圏など
で開催される研修等に参加しよ
うとしても、経費の負担が重
く、団体の人材育成が進みにく
い状況にあった。
【目的】
市内の市民公益活動団体が人材
育成を積極的に進め、それらの
団体の理事または役員及び会員
が事業の企画、実行や団体の運
営実務に資するための能力を身
につけることにより、団体の発
展と地域社会の活性化に寄与す
ること

特定非営利活動促進法に基づき、内閣府
または長崎県の認証を受けた特定非営利
活動法人のうち、市内に主たる事務所を
置く団体、または、法人認証の有無を問
わず、原則として市民公益活動を1年以上
にわたり展開しており、本市内に主たる
事務所を置く団体

市民公益活動団体の理事または役員及
び会員が、指定ＮＰＯ等（本市で任意
に指定した中間支援ＮＰＯ等）やその
他市長が認める機関において実施され
る研修等に参加した際に要した経費

①研修場所までの旅費、宿泊費②研修
を受けるための受講料が該当。

500 補助対象経費の1/2
ただし、1団体あたり年間2名以内を補助
対象者とし、補助対象限度額は1名あたり
5万円を上限とする。

【平成17年度】
申請のあった7団体11名に補助

随時募集 決裁
（審査会は開催しない）

特になし
（今後は
「実績」
について
Ｗｅｂサ
イト等に
掲載す
る）

一般財源 無 有

研修終了後
に、受講報
告書、研修
資料等の提
出

無 平成16年度からの2年
で、9団体15名に対
し、補助を行った。
利用団体からの評判は
よく、団体の人材育成
促進について、寄与す
ることができた。

補助対象を「研
修」と限定してい
たが、平成17年度
より「研修や
フォーラム等」へ
の参加も対象に拡
大した。

平成17年度から補助対象
を拡大したことで利用が
増加したが、今後もＰＲ
が必要である。

62 都城市 元気づくり２１
事業費補助金

平成１７年度

市民公益活動の推進 市民公益活動団体であって、次に掲げる
要件に該当することを必要とする。
・設立から１年以上経過し、活動を継続
している団体であること。
・事務所を市内に有する団体であるこ
と。

市民公益活動事業を対象とする（事業
費補助）

以下の経費は対象外
・団体の経常的な活動に要する経費
・食糧費
・不動産及び備品の購入費
・申請事業以外の事業と共通する事業
費等

2,349 補助率…補助対象経費の 1/2
補助金上限…１団体１事業 20万円
採択団体数…14団体応募（14団体採択）

募集説明会：平成17年4月21
日・22日
募集期間：平成17年5月9日
～5月20日

公開説明会：平成17年6月5
日
交付決定：4月27日
実施期間：～平成18年3月

報告会：平成18年4月23日

・公開プレゼンテーションを
踏まえた審査員（行政職員５
名）による公開ヒアリング
・集計点数に基づく採択事業
確定協議（審査委員及び担
当）

採択の有無のみ申請団体に通
知

なし 一般財源 有

公開報告会
開催（次年
度4月）

有

必要なもの
について助
成事業実施
時に現地調
査

事業終了後
に書類検査

無 【補助事業について】
・活動団体の自立を促
すきっかけとなった
【実施方法について】
・公開ヒアリング時の
採点方法が明確でない
・市職員以外の人を審
査会委員に入れたほう
がよい
・事業振り返りを実績
報告に入れたほうがよ
い

実施方法について18年度
から一部見直し実施

63 那覇市 公益信託　那覇市
ＮＰＯ活動支援基
金
（1999年基金設
立）

[背景]第3次総合計画（1998～2007
年）の中で、市民・事業者・行政の
パートナーシップによる「協働型まち
づくり」を提唱した。
　この協働型まちづくりを築いていく
ために、市民活動を支援することを
決め、2000年1月にＮＰＯ活動支援
センターを設立。資金支援として当
基金を設立した。
[目的]市民活動団体に対する助成
を行うことによって、那覇市の自治
都市の実現および協働型のまちづ
くりを推進する。

主として、那覇市において社会貢献活動を行
う団体

市民活動団体の活動に対する助成 6,000万
＊年間約300
万の取り崩し

（助成団体数）/（申請団体数）
・10万円コース：３/３
・20万円コース：６/１８
・50万円コース：３/１９

募集期間：5/1～6/15
公開審査会及び助成団体決
定：7月9日
実施機関：交付決定後～3月
成果報告会：次年度の公開審
査会

審査員9名による当日公開審査
（各コース、持点3点/１人）
即日決定

文書 那覇市出資による公
益信託基金

有
（次年度の
公開審査会
で報告）

有

事業終了後

事業終了後
書類検査

有
（次年度の公
開審査会で、
審査員のコメン
ト）

1999年（H11）にスタート
してから7回目（H17）。
232団体のNPOが申請
し、102団体へ助成を行っ
てきた。
　成果の見せ方がまだ課
題である。

18年度はコース名
を「まずはやろう
コース」「いっちょ
やったるぞ！コー
ス」「ばっちりやった
るぜ！コース」に変
更。

・高額助成の申請が増え、10
万円コースへの申請が減少
していることなどから、コース
設定を見直す必要性がある
のではないか。
・公益信託とはいえ、ほとん
ど果実の無い現状で今後の
基金のあり方はどうしたらよ
いのか。
・市への提案型の協働事業
の実施の際（まだ公募提案
型の制度はない）、本基金の
活用ができないか。


